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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載されて地図情報を記憶する地図情報記憶手段（Ｍ３）と、
　自車位置を検出する自車位置検出手段（Ｍ４）と、
　前記地図情報記憶手段（Ｍ３）に記憶された地図情報および前記自車位置検出手段（Ｍ
４）により検出された自車位置に基づいて自車の地図上における自車位置を特定する自車
位置特定手段（Ｍ９）と、
　車両に搭載されて車両外部との間で通信を行う通信手段（Ｍ１，Ｍ２）と、
　地図情報および前記通信手段（Ｍ１，Ｍ２）により得られた他車位置に基づいて自車の
地図上における他車位置を特定する他車位置特定手段（Ｍ８）と、
　自車の地図上に特定された自車位置および他車位置に基づいて複数の他車のうちから制
御対象とする対象車両を判定する対象車両判定手段（Ｍ１１）と、
　前記対象車両判定手段（Ｍ１１）により制御対象と判定された他車の情報に基づいて自
車の運転者に対する運転支援を行う運転支援手段（Ｍ６）と、
を備えた運転支援装置において、
　自車の地図上に特定された自車位置および他車位置に基づいて自車が他車に接近するま
での余裕時間を算出する余裕時間算出手段（Ｍ１０）を備え、
　前記対象車両判定手段（Ｍ１１）は、前記運転支援手段（Ｍ６）により行われる運転支
援の種類に応じて設定された重み付け係数と、前記余裕時間算出手段（Ｍ１０）により算
出された余裕時間に応じて設定された重み付け係数とに基づいて、対象車両の優先順位を
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決定することを特徴とする運転支援装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自車の周辺に存在する周辺車両のうちから、自車の進路に進入して衝突する
可能性のある対象車両を判定し、自車の運転者に対して前記対象車両との衝突を回避する
ための運転支援を行う運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ナビゲーション装置によって自車が走行する道路と、その道路上の自車位置とを検出し
、レーダー装置、車々間通信手段および路車間通信手段で得た他車の情報に基づいて、自
車前方の道路の交差点で自車および他車が衝突する可能性を判断し、可能性がある場合に
運転者に前記他車の情報を報知するものが、下記特許文献１により公知である。
【特許文献１】特開２００２－３４０５８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで上記従来のものは、他車の走行が近未来において自車の走行と関係が深くなる
可能性に応じて、地図上における他車の表示方法を変更しているが、「他車の走行が近未
来において自車の走行と関係が深くなる可能性」という基準は曖昧であり、運転者が最も
注意を払うべき他車が地図上に優先的に表示されない可能性がある。
【０００４】
　本発明は前述の事情に鑑みてなされたもので、自車の周辺に存在する他車のうちから、
運転者が最も注意を払うべき他車を優先的に判定できるようにすること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、請求項１に記載された発明によれば、車両に搭載されて地
図情報を記憶する地図情報記憶手段と、自車位置を検出する自車位置検出手段と、前記地
図情報記憶手段に記憶された地図情報および前記自車位置検出手段により検出された自車
位置に基づいて自車の地図上における自車位置を特定する自車位置特定手段と、車両に搭
載されて車両外部との間で通信を行う通信手段と、地図情報および前記通信手段により得
られた他車位置に基づいて自車の地図上における他車位置を特定する他車位置特定手段と
、自車の地図上に特定された自車位置および他車位置に基づいて複数の他車のうちから制
御対象とする対象車両を判定する対象車両判定手段と、前記対象車両判定手段により制御
対象と判定された他車の情報に基づいて自車の運転者に対する運転支援を行う運転支援手
段とを備えた運転支援装置において、自車の地図上に特定された自車位置および他車位置
に基づいて自車が他車に接近するまでの余裕時間を算出する余裕時間算出手段を備え、前
記対象車両判定手段は、前記運転支援手段により行われる運転支援の種類に応じて設定さ
れた重み付け係数と、前記余裕時間算出手段により算出された余裕時間に応じて設定され
た重み付け係数とに基づいて、対象車両の優先順位を決定することを特徴とする運転支援
装置が提案される。
【０００６】
　尚、実施の形態の車々間通信手段Ｍ１および路車間通信手段Ｍ２は本発明の通信手段に
対応し、実施の形態のＧＰＳＭ４は本発明の自車位置検出手段に対応し、実施の形態の他
車マップマッチング処理手段Ｍ８は本発明の他車位置特定手段に対応し、実施の形態の自
車マップマッチング処理手段Ｍ９は本発明の自車位置特定手段に対応する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、余裕時間算出手段が算出する自車が他車に接近するまでの余裕時間と
、運転支援手段が実行する自車の運転者に対する運転支援の種類とに応じて、対象車両判
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定手段が前記運転支援の対象となる対象車両の優先順位を決定するので、衝突の危険度や
緊急度が高い対象車両を的確に判定し、その対象車両に対する運転支援を優先的に行うこ
とで、自車が対象車両に衝突することを効果的に阻止することができる。その際に、運転
支援の種類に応じて設定された重み付け係数と、余裕時間に応じて設定された重み付け係
数とに基づいて、対象車両の優先順位を決定するので、対象車両の優先順位をより的確に
決定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
  以下、本発明の実施の形態を添付の図面に基づいて説明する。
【０００９】
　図１～図３は本発明の実施の形態を示すもので、図１は運転支援システムのブロック図
、図２は作用を説明するフローチャート、図３は対象車両の優先順位を検索するテーブル
を示す図である。
【００１０】
　図１に示すように、車両に搭載された運転支援システムは、他車との間で無線通信を行
う車々間通信手段Ｍ１と、路側に設けられたビーコン等との間で無線通信を行う路車間通
信手段Ｍ２と、地図情報を記憶した地図情報記憶手段Ｍ３と、人工衛星からの位置情報を
受信するＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システム）Ｍ４と、自車の車速やヨーレ
ートを検出する車両情報検出手段Ｍ５と、自車が衝突する可能性のある他車の情報を映像
や音声で運転者に報知するモニタやスピーカよりなる運転支援手段Ｍ６と、前記車々間通
信手段Ｍ１、路車間通信手段Ｍ２、地図情報記憶手段Ｍ３、ＧＰＳＭ４および車両情報検
出手段Ｍ５から入力される信号を処理して運転支援手段Ｍ６に出力する情報処理手段Ｍ７
とを備える。
【００１１】
　情報処理手段Ｍ７は、車々間通信手段Ｍ１および路車間通信手段Ｍ２に接続された他車
マップマッチング処理手段Ｍ８と、地図情報記憶手段Ｍ３、ＧＰＳＭ４および車両情報検
出手段Ｍ５に接続された自車マップマッチング処理手段Ｍ９と、他車マップマッチング処
理手段Ｍ８および自車マップマッチング処理手段Ｍ９に接続された余裕時間算出手段Ｍ１
０と、他車マップマッチング処理手段Ｍ８、自車マップマッチング処理手段Ｍ９、余裕時
間算出手段Ｍ１０および運転支援手段Ｍ６に接続された対象車両判定手段Ｍ１１とを備え
る。
【００１２】
　車々間通信手段Ｍ１は、他車のナビゲーションシステムで得た他車の地図上の位置やそ
の他の情報を無線通信で他車マップマッチング処理手段Ｍ８に送信する。路車間通信手段
Ｍ２は、その路車間通信手段Ｍ２の近傍を通過する他車の位置やその他の情報を無線通信
で他車マップマッチング処理手段Ｍ８に送信する。
【００１３】
　車々間通信手段Ｍ１で得られた他車位置は、他車のナビゲーションシステムの地図上の
位置であるため、それを自車のナビゲーションシステムの地図上の位置に精度良く対応さ
せるために、他車位置をその車速やヨーレート等の情報を用いて自車の地図の道路上にマ
ップマッチング処理する。一方、路車間通信手段Ｍ２で得られた他車の位置情報は、路側
に固定されたビーコン等の位置を基準とする比較的に高精度のものであるが、自車のナビ
ゲーションシステムの地図上の位置に対応させるためにマップマッチング処理する。
【００１４】
　自車マップマッチング処理手段Ｍ９は、地図情報記憶手段Ｍ３に記憶された地図情報と
、ＧＰＳＭ４で取得した自車の絶対位置と、車両情報検出手段Ｍ５で検出した自車の車速
やヨーレートとを用いて、自車の地図の道路上の自車位置を特定する。即ち、地図情報記
憶手段Ｍ３に記憶された地図情報や、ＧＰＳＭ４で取得した自車の絶対位置には若干の誤
差が存在するため、ＧＰＳでＭ４で取得した自車の絶対位置が自車の地図の道路から外れ
ている場合には、その自車位置を自車の地図の道路上に補正するとともに、道路上の自車
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位置が該道路から外れるのを、車速やヨーレートから推定した自車の推定進路や推定位置
を用いて補正する。
【００１５】
　余裕時間算出手段Ｍ１０は、他車マップマッチング処理手段Ｍ８で特定した自車の地図
の道路上の他車位置（および進行方向）と、自車マップマッチング処理手段Ｍ９で特定し
た自車の地図の道路上の自車位置（および進行方向）とに基づいて、将来自車の走行に影
響を及ぼす可能性のある他車について、その影響が出るまでの余裕時間を算出する。例え
ば、自車が他車に衝突する可能性がある場合には、余裕時間は現在から衝突までの予測時
間となり、この余裕時間は自車および他車の相対距離と、自車および他車の相対速度とか
ら算出可能である。
【００１６】
　対象車両判定手段Ｍ１１は、他車マップマッチング処理手段Ｍ８で特定した自車の地図
の道路上の他車位置（および進行方向）と、自車マップマッチング処理手段Ｍ９で特定し
た自車の地図の道路上の自車位置（および進行方向）と、余裕時間算出手段Ｍ１０で算出
した余裕時間とに基づいて、警報等の運転支援の対象となる対象車両を、優先順位を付け
て判定する。そして優先順位の高い対象車両から優先的に、その位置や余裕時間等の情報
を運転支援手段Ｍ６を用いて運転者に報知することで、自車が他車に衝突するのを未然に
回避することができる。
【００１７】
　次に、上記作用を図２のフローチャートを参照しながら更に詳細に説明する。
【００１８】
　先ずステップＳ１で自車マップマッチング処理手段Ｍ９により自車位置を自車の地図の
道路上にマップマッチング処理し、ステップＳ２で余裕時間算出手段Ｍ１０により自車の
現在および将来存在する道路のリンクを抽出する。地図情報記憶手段Ｍ３に記憶されてい
る自車の道路データは、道路上の座標点である複数のノードと、隣接するノード間を連結
する複数のリンクとで構成されており、リンクのつながりで道路の形状を表すようになっ
ている。
【００１９】
　続くステップＳ３で車々間通信手段Ｍ１および路車間通信手段Ｍ２により得られた周辺
車両（他車）のデータを他車マップマッチング処理手段Ｍ８によりマップマッチング処理
し、その位置を自車の地図の道路上に特定し、ステップＳ４で余裕時間算出手段Ｍ１０に
より各周辺車両に対する余裕時間を算出する。
【００２０】
【表１】

【００２１】
　表１は余裕時間の定義を示すもので、右折支援の場合の余裕時間は、自車が右折する際
に対向直進車と衝突するまでの時間であり、追突防止支援の場合の余裕時間は、自車が前
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方車両に追突するまでの時間であり、左折支援の場合の余裕時間は、自車が左折時に自動
二輪車等を巻き込むまでの時間であり、一時停止支援の場合の余裕時間は、自車が一時停
止すべき位置に達するまでの位置であり、緊急車両接近情報の場合は、自車が緊急車両に
接近するまでの時間である。
【００２２】
　このようにして、余裕時間算出手段Ｍ１０が自車の各周辺車両についての余裕時間を算
出すると、対象車両判定手段Ｍ１１が制御対象となる対象車両を優先順位を付けて判定す
る。即ち、先ずステップＳ５で運転支援の種類に応じて、対象車両の優先順位を決定する
ための重み付けを行う。
【００２３】
【表２】

【００２４】
　表２は運転支援の種類に応じた重み付け係数を示すもので、重み付け係数の数値が小さ
いものほど、優先順位が高くなる（つまり、危険度や緊急度が高くなる）ように設定され
ている。優先順位が高いものから順番に並べると、右折支援（重み付け係数＝１）、追突
防止支援（重み付け係数＝３）、左折支援（重み付け係数＝５）、一時停止支援（重み付
け係数＝７）、緊急車両接近情報（重み付け係数＝９）となる。
【００２５】
　続くステップＳ６で余裕時間に応じて、対象車両の優先順位を決定するための重み付け
を行う。余裕時間に応じた重み付け係数は、余裕時間が短いほど、優先順位が高くなる（
つまり、危険度や緊急度が高くなる）ように設定されており、例えば余裕時間（秒）の数
値を、そのまま重み付け係数として使用することができる。
【００２６】
　図３は運転支援による優先順位（横軸参照）と、余裕時間による優先順位（縦軸参照）
とから、最終的な優先順位を検索するテーブルを示すものである。例えば、追突防止支援
（重み付け係数＝３）で余裕時間が４秒（重み付け係数＝４）の場合には、トータルの重
み付け係数が３＋４＝７として算出される。あるいは左折支援（重み付け係数＝５）で余
裕時間が３秒（重み付け係数＝３）の場合には、トータルの重み付け係数が５＋３＝８と
して算出される。よって、トータルの重み付け係数が７である追突防止支援の対象車両の
優先順位が、トータルの重み付け係数が８である左折支援の対象車両の優先順位よりも高
くなる。
【００２７】
　このようにして、図３のテーブルに基づいて全ての対象車両について優先順位が算出さ
れると、ステップＳ７で優先順位が１番目の対象車両について、ステップＳ８で運転支援
手段Ｍ６により対応する運転支援を実行する。例えば、追突防止支援の場合には、スピー
カから「３秒後に先行車に追突する可能性があります。」と音声を流し、運転者に注意を
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【００２８】
　以上のように、余裕時間算出手段Ｍ１０が算出する自車が他車に接近するまでの余裕時
間と、運転支援手段Ｍ６が実行する自車の運転者に対する運転支援の種類とに応じて、対
象車両判定手段Ｍ１１が前記運転支援の対象となる対象車両の優先順位を決定するので、
衝突の危険度や緊急度が高い対象車両を的確に判定し、その対象車両に対する運転支援を
優先的に行うことで、自車が対象車両に衝突することを効果的に阻止することができる。
その際に、運転支援の種類に応じて設定された重み付け係数と、余裕時間に応じて設定さ
れた重み付け係数とに基づいて、対象車両の優先順位を決定するので、対象車両の優先順
位をより的確に決定することができる。
【００２９】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々の
設計変更を行うことが可能である。
【００３０】
　例えば、運転支援手段Ｍ６で衝突の可能性がある他車の情報を運転者に提供する代わり
に、その緊急度に応じて衝突回避のための自動ブレーキや、衝突回避のためのステアリン
グアシストを行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】運転支援システムのブロック図
【図２】作用を説明するフローチャート
【図３】対象車両の優先順位を検索するテーブルを示す図
【符号の説明】
【００３２】
Ｍ１　　　　車々間通信手段（通信手段）
Ｍ２　　　　路車間通信手段（通信手段）
Ｍ３　　　　地図情報記憶手段
Ｍ４　　　　ＧＰＳ（自車位置検出手段）
Ｍ６　　　　運転支援手段
Ｍ８　　　　他車マップマッチング処理手段（他車位置特定手段）
Ｍ９　　　　自車マップマッチング処理手段（自車位置特定手段）
Ｍ１０　　　余裕時間算出手段
Ｍ１１　　　対象車両判定手段
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